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別紙１ 

防犯カメラの設置概要 

 

１ 旭川市街地 

（１）設置箇所・台数 

既設の防犯カメラと同じ位置に同じ台数を設置する（７箇所、計 8台）。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 住所 

① 旭川市４条通６丁目 

② 旭川市４条通６丁目 

③ 旭川市３条通６丁目 

④ 旭川市３条通７丁目 

⑤ 旭川市２条通６丁目 

⑥ 旭川市１条通６丁目 

⑦ 旭川市３条通５丁目 

⑧ 旭川市４条通６丁目 
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２ 神居古潭（旭川市神居町神居古潭） 

（１）設置箇所・台数 

概ね 2台程度とし、以下に示す範囲を撮影できるものとする。 

ただし、この撮影範囲及び条件を網羅する上で、より効率的・効果的な手法等について提案がある

場合はこの限りではない。 
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３ 旭川駅南広場（旭川市宮下通７丁目２ 付近） 

（１）設置箇所・台数 

2 台以上とし、以下に示す範囲を概ね撮影でき、極力死角をなくすものとする。 

ただし、この撮影範囲及び条件を網羅する上で、より効率的・効果的な手法等について提案がある

場合はこの限りではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


